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②説明

③承諾

⑤虚偽の指示

④報告

①事前相談 ⑥着服？

高齢者夫婦（認知症、成年後見人が必要、現金３００万円所有）

担当職員

東内京一容疑者（福祉事務所長）

・市長申立

・現金受託 ３００万円

を受託

・市長申立

・現金受託

３００万円

受託の件

３００万円

は弁護士に

預ける
３００

万円

金庫室にあるべきはずの現金３００万円、ないしは

弁護士からの預かり証の所在が不明

業務上横領容疑（平成２８年3月 31日の現金の流れ）

和光市

支援センター

・介護相談
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